
令和4年7月19日

Ⅳ-６
情報提供ネットワークシステム
との接続

目的外の入手が行われるリスクへの対策は十
分か
［十分である］

目的外の入手が行われるリスクへの対策は十
分か
［特に力を入れている］

事後

現在の運用を踏まえた修正で
あり、リスクを変動させるもの
ではないため重要な変更には
当たらない。

令和4年7月19日

Ⅳ-６
情報提供ネットワークシステム
との接続

不正な提供が行われるリスクへの対策は十分
か
［十分である］

不正な提供が行われるリスクへの対策は十分
か
［特に力を入れている］

事後

現在の運用を踏まえた修正で
あり、リスクを変動させるもの
ではないため重要な変更には
当たらない。

令和4年7月19日
Ⅰ-1
②事務の内容

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（（平成２５年５月
３１日法律第２７号）以下、「番号法」という。)

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律
第２７号。以下「番号法」という。)

事後
文言整理による変更のため、
重要な変更にはあたらない。

令和4年7月19日
Ⅰ－４②
法令上の根拠

番号法第１９条第７号（特定個人情報の提供の
制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、
１６、１８、２３、２６、２７、２８、２９、３１、３４、３
５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５４、５７、５８、
５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７
１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、
９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１
３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０の項）

番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の
制限）及び別表第二

（別表第二における情報提供の根拠）
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、
１６、１８、２０、２３、２６、２７、２８、２９、３１、３
４、３５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、
５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９１、
９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、
１０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０、１
２１の項）

事後

番号法の一部改正に基づく号
数の修正及び項番追加のた
め、重要な変更にはあたらな
い。

令和2年6月16日
Ⅰ－４②
法令上の根拠

（別表第二における情報提供の根拠）
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、
１６、１８、２３、２６、２７、２８、２９、３１、３４、３
５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５４、５７、５８、
５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７
１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、
９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１
３、１１４、１１５、１１６、１１９の項）

（別表第二における情報提供の根拠）
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、
１６、１８、２３、２６、２７、２８、２９、３１、３４、３
５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５４、５７、５８、
５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７
１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、
９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１
３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０の項）

事後
データ標準レイアウトの改版
に伴う変更のため、重要な変
更にあたらない。

令和4年7月19日

表紙
個人のプライバシー等の権利
利益の保護の宣言

札幌市は、地方税の賦課徴収に関する業務に
おける特定個人情報ファイルの取扱いにあた
り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプ
ライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかね
ないことを認識し、特定個人情報の漏えいその
他の事態を発生させるリスクを軽減させるため
に適切な措置をもって個人のプライバシー等の
権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す
る。

札幌市は、地方税の賦課徴収に関する業務に
おける特定個人情報ファイルの取扱いについ
て、個人のプライバシー等の権利利益に影響を
及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の
漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減
させるために適切な措置をもって個人のプライ
バシー等の権利利益の保護に取り組んでいる
ことを宣言する。

事後
文言整理による変更のため、
重要な変更にはあたらない。

平成30年6月13日 Ⅰ－５②　所属長の役職名
税制課長　増田　信一、市民税課長　岩佐　有
三、固定資産税課長　中山　和彦、納税指導課
長　山田　一雄

税制課長、市民税課長、固定資産税課長、納
税指導課長

事後
評価書の様式変更に伴う記載
の変更のため、重要な変更に
あたらない。

平成31年3月7日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 項目を追加 事後
評価書の様式変更に伴う記載
の変更のため、重要な変更に
あたらない。

文言整理のため、重要な変更
にあたらない。

平成29年5月12日 Ⅰ－５②　所属長
税制課長　増田　信一、市民税課長　岩佐　有
三、固定資産税課長　西崎　弘司、納税指導課
長　山田　一雄

税制課長　増田　信一、市民税課長　岩佐　有
三、固定資産税課長　中山　和彦、納税指導課
長　山田　一雄

事後
人事異動に伴う記載の変更の
ため、重要な変更にあたらな
い。

平成30年6月13日
Ⅰ－４②
法令上の根拠

（別表第二における情報提供の根拠）
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、
１６、１８、２３、２６、２７、２８、２９、３１、３４、３
５、３７、３９、４０、４２、４８、５４、５７、５８、５９、
６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、７
４、８０、８４、８７、９１、９２、９４、９７、１０１、１０
２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１３、１１４、１１
５、１１６、１１７、１２０の項）

（別表第二における情報提供の根拠）
第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第４欄（特定個人情報）に「地方税関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、
１６、１８、２３、２６、２７、２８、２９、３１、３４、３
５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５４、５７、５８、
５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７
１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、
９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１
３、１１４、１１５、１１６、１１９の項）

事後
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年1月26日 Ⅰ－３　法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の１６の項、番
号法別表第一の主務省令で定める事務を定め
る命令　第16条、番号法第9条第2項及び同項
に基づき制定する条例

番号法第９条第１項　別表第一の１６の項、番
号法別表第一の主務省令で定める事務を定め
る命令　第16条、番号法第9条第2項及び札幌
市個人番号利用条例（（平成27年10月6日条例
第42号）以下、「条例」という。）

事後

人事異動に伴う記載の変更の
ため、重要な変更にあたらな
い。

平成29年5月12日 Ⅰ－３　法令上の根拠
札幌市個人番号利用条例（（平成27年10月6日
条例第42号）以下、「条例」という。）

札幌市個人番号利用条例（平成27年10月6日
条例第42号。以下「利用条例」という。）

事後

条例制定に伴う記載の変更の
ため、重要な変更にあたらな
い。

平成28年4月12日 Ⅰ－５②　所属長
税制課長　市村　義範、市民税課長　入澤
豊、固定資産税課長　西崎　弘司、納税指導課
長　仲川　憲春

税制課長　増田　信一、市民税課長　岩佐　有
三、固定資産税課長　西崎　弘司、納税指導課
長　山田　一雄

事後



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和6年3月18日
Ⅰ－４
②法令上の根拠

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」のうち、第２
欄（事務）に「地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく条例による地
方税の賦課徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの」が含まれる項（２７の項）

（別表第二における情報照会の根拠）
第１欄（情報照会者）が「市町村長」のうち、第２
欄（事務）に「地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林
環境税及び森林環境譲与税に関する法律によ
る地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの」が含まれ
る項（２７の項）

事前
番号法の一部改正に伴う文言
修正であり、重要な変更には
あたらない。

令和6年3月18日
Ⅰ-1
②事務の内容

札幌市では、地方税法（昭和25年法律第226
号）その他の地方税に関する法律及びこれらの
法律に基づく条例（以下「地方税法等」という。）
により、地方税の賦課、徴収事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)別表第一の16
項により個人番号を利用することができるの
は、地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦
課徴収または地方税に関する調査（犯則事件
の調査を含む。）に関する事務であって主務省
令で定めるものとなっており、番号法別表第一
の主務省令で定める事務を定める命令では、
地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額
の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納
処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務
又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を
含む。）に関する事務と定められている。
ついては、特定個人情報ファイルを以下の事務
で取り扱う。

札幌市では、地方税法（昭和25年法律第226
号）その他の地方税に関する法律及びこれらの
法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環
境譲与税に関する法律（平成31年法律第3号）
（以下「地方税法等」という。)により、地方税又
は森林環境税（以下「地方税等」という。）の賦
課、徴収事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)別表第一の16
項により個人番号を利用することができるの
は、地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税
及び森林環境譲与税に関する法律による地方
税等の賦課徴収または地方税等に関する調査
（犯則事件の調査を含む。）に関する事務で
あって主務省令で定めるものとなっており、番号
法別表第一の主務省令で定める事務を定める
命令では、地方税等の課税標準の更正若しくは
決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、
督促、滞納処分その他の地方税等の賦課徴収
に関する事務又は地方税等に関する調査（犯
則事件の調査を含む。）に関する事務と定めら
れている。
ついては、特定個人情報ファイルを以下の事務
で取り扱う。

事前

森林環境税法の施行及び番
号法の一部改正に伴う文言修
正であり、重要な変更にはあ
たらない。

令和6年3月18日
Ⅰ-1
②事務の内容

１　個人住民税
地方税法等の法律に従い、個人住民税業務で
以下の事務を行う。
①当初課税準備として給与支払報告書総括
表、住民税申告書を作成し、送付する。
②課税情報（給与支払報告書、公的年金等支
払報告書、確定申告書、住民税申告書等）を受
付し、管理する。
③賦課決定、賦課更正した内容について納税
義務者に対して通知書を送付する。
④扶養是正調査、未申告調査を行う。
⑤証明書の交付申請に基づき所得（市・道民
税）証明書等を交付する。

１　個人住民税（森林環境税を含む）
地方税法等の法律に従い、個人住民税業務で
以下の事務を行う。
①当初課税準備として給与支払報告書総括
表、住民税申告書を作成し、送付する。
②課税情報（給与支払報告書、公的年金等支
払報告書、確定申告書、住民税申告書等）を受
付し、管理する。
③賦課決定、賦課更正した内容について納税
義務者に対して通知書を送付する。
④扶養是正調査、未申告調査を行う。
⑤証明書の交付申請に基づき所得（市・道民
税）証明書等を交付する。

事前
森林環境税法の施行に伴う文
言修正であり、重要な変更に
はあたらない。

令和6年2月5日
Ⅰ-1
②事務の内容

札幌市では、地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく条例により、
地方税の賦課、徴収事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律
第２７号。以下、「番号法」という。)別表第一の
16項により個人番号を利用することができるの
は、地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦
課徴収または地方税に関する調査（犯則事件
の調査を含む。）に関する事務であって主務省
令で定めるものとなっており、内閣府・総務省令
では、地方税の課税標準の更正若しくは決定、
税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、
滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する
事務又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む。）に関する事務と定められている。

札幌市では、地方税法（昭和25年法律第226
号）その他の地方税に関する法律及びこれらの
法律に基づく条例（以下「地方税法等」という。）
により、地方税の賦課、徴収事務を行っている。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年法律
第27号。以下「番号法」という。)別表第一の16
項により個人番号を利用することができるの
は、地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦
課徴収または地方税に関する調査（犯則事件
の調査を含む。）に関する事務であって主務省
令で定めるものとなっており、番号法別表第一
の主務省令で定める事務を定める命令では、
地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額
の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納
処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務
又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を
含む。）に関する事務と定められている。

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。

令和6年2月5日
Ⅰ-3
法令上の根拠

番号法第９条第１項　別表第一の１６の項、番
号法別表第一の主務省令で定める事務を定め
る命令　第１６条、番号法第９条第２項及び札幌
市個人番号利用条例（平成２７年１０月６日条
例第４２号。以下「利用条例」という。）

番号法第９条第１項　別表第一の16の項、番号
法別表第一の主務省令で定める事務を定める
命令　第16条
番号法第９条第２項に基づく札幌市個人番号利
用条例（平成27年10月６日条例第42号。以下
「利用条例」という。）第４条第２項、第３項

事後
文言整理のため、重要な変更
には当たらない。


